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１ しぶかわ未来共創推進事業補助金の趣旨

 人口減少や少子高齢化などの、渋川市を取り巻く様々な地域課題を解決するとともに、
伊香保温泉をはじめとした豊富な観光資源、充実した子育て施策、色濃く残された各時代
の歴史・文化などの市の魅力を向上させ、持続可能なまちづくりを進めるためには、市民・事
業者・行政の協働が不可欠です。
 そこで、渋川市の課題解決及び魅力向上を目的として、まちづくりに役立つ講演会等を市
内で開催する団体に対し、補助金を交付します。

しぶかわ未来共創推進事業補助金の目指す姿

学生や市民等で
構成された団体・グループ

市の地域課題・魅力向上を目的とした取組
共生社会推進 女性活躍 少子化・人口減少対策 産官学金労の連携

ＤＸ 防災 移住・定住 子育て 地域産業の振興

持続可能なまちづくりの推進
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テーマ 地域課題の一例

共生社会推進 バリアフリー・多文化共生の推進

女性活躍 固定的性別役割分担意識の解消

少子化・人口減少対策 地域の優位性をいかした関係人口の拡大

産官学金労の連携 多様な主体の参画・連携

デジタルトランスフォーメーション ICT活用による各種産業の生産性向上

防災 地域特性に応じた防災力の強化

移住・定住 空き家の有効活用

子育て 安心して子育てができる環境の整備

地域産業の振興 異業種交流による新規事業の活性化

過疎地域の振興 地域コミュニティの活性化

過疎地域の振興



２ 補助金の募集内容

補助の対象となる事業は、次の２つの事業です。

１ 本市の課題解決及び魅力向上を目的とした講演会等のうち、下記の全ての要件を
満たすもの。

〔例〕 共生社会推進、女性活躍、少子化及び人口減少対策、産官学金労の連携、
 デジタルトランスフォーメーション、防災、移住・定住、子育て、地域産業の振興、過疎地

域の振興 など
 【要件】
 （１） 市内で開催するものであること
 （２） 令和９年３月31日までに完了（※）する事業であること
    ※完了とは、支払いを含めた全ての事務手続きが完了することをいいます。
 （３） 下記のいずれにも該当しないこと
    ア 政治及び宗教活動を目的とするもの
    イ 参加者を特定の要件で限定するもの
    ウ 定員が50人未満のもの
    エ 営利を主たる目的とするものまたは特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
    オ 本市の他の補助金を受けているもの

２ 地域課題の解決を目的とした市外の過疎地域への先進事例の視察や研修等のうち、
下記の全ての要件を満たすもの。

 【要件】
 （１） 視察や研修等の成果を報告会等の開催により広く地域住民等に周知すること
 （２） 令和９年３月31日までに完了（※）する事業であること
    ※完了とは、支払いを含めた全ての事務手続きが完了することをいいます。
 （３） 下記のいずれにも該当しないこと
    ア 政治及び宗教活動を目的とするもの
    イ 視察・研修等の参加定員が７人未満のもの
    ウ 営利を主たる目的とするものまたは特定の個人や団体のみが利益を受けるもの
    エ 本市の他の補助金を受けているもの
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補助の対象となる事業（補助対象事業）



１ 補助対象事業を実施するために要する経費のうち、次に掲げる経費を除いたものを補
助対象経費とします。

 （１） 交際費（慶弔費を含む。ただし、先進地視察等における受入団体への手土
産代は、対象経費として認めます。）

 （２） 関係者の飲食及び宿泊に要する経費
 （３） 備品購入費
 （４） 証拠書類により補助対象者が支払ったことを確認することができない経費
    ※領収書のない支出のほか、宛名に団体名のない領収書や但し書きの内容が

不明瞭であるものも補助対象外経費となります。
 （５） その他補助対象事業に要する経費として市長が不適当と認めた経費
    ※団体構成員への謝礼・交通費、補助事業と直接関係性がない経費、支払

日が交付決定日前の経費 など
２ 補助対象経費のうち、講師謝金については15万円、広告宣伝費については10万円を

上限とします。
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 補助対象経費から寄附金その他の収入を差し引いた金額の10分の10とし、１つの補助
対象事業につき30万円を上限とします。ただし、その額は、補助対象事業の内容や性格等
を勘案し、予算の範囲内で市長が定める額とします。

 この補助金の事業全体の予算額は、330万円です。予算上限に達した時点で受付を終
了します。

１ 補助対象事業を実施する３名以上の構成員からなる団体で、次に掲げる条件の全て
に該当する者とします。

 （１） 法人格の有無を問わず、学生や市民等で構成された団体、グループであること
 （２） 公序良俗に反する活動を行う者でないこと
 （３） 構成員の半数以上が本市住民であること
 （４） 暴力団、暴力団員でないこと
２ 同じ団体が同じ年度内に本補助金の交付を受けることのできる回数は２回までとしま

す。なお、ある団体の構成員の半数以上が、別の団体に所属している場合は、両方の団
体を同じ団体としてみなします。

補助の対象となる者（補助対象者）

補助の対象となる経費（補助対象経費）

補助金の額

予算額



３ 交付条件・注意事項

（１） 補助対象事業の周知を市内を中心に広く行うこと。
（２） 市が用意するアンケート用紙を用いて、参加者に対するアンケート調査を行うこと。
（３） この補助金の一部または全部を補助の目的に反して使用したときは、補助金の

一部または全部の返還を命ずることがあるので、従うこと。
（４） 市長またはその委任を受けた者もしくは監査委員の監査に応じること。
（５） 補助対象事業を中止したときは、補助金の返還を命ずることがあるので、従うこと。

【補助対象経費について】
（１） 領収書等により支払ったことが確認できない経費は、補助対象経費となりません。
（２） 振込手数料は、補助対象経費の支払いに必要なもののみとし、「団体名・振込

先・振込手数料の金額・振込日」が確認できる振込明細票や通帳のコピーの提出が
必要です。

（３） インターネット等で購入したものの配送料は、当該購入費に付随した費用としてく
ださい。

（４） 事業で自家用車等を使用した際の燃料費（ガソリン代）については、走行記録
簿等により確認できる場合に限り補助の対象となります。

（５） 申請団体の構成員への謝礼、報酬、交通費などは、補助対象外となります。
（６） 先進地視察等における受入団体への手土産代については、１箇所当たり3,000

円を補助限度額とします。
 
【領収書等について】
（１） 宛名に団体名のない領収書、但し書きの内容が不明確であるもの（※）、発行

日（支払日）が交付決定日から事業完了年月日までの間でないものは、補助対象
となりません。

  ※但し書きには、コピー用紙購入費、会場使用料など具体的に記載してください。
  ⇒領収書の記載事項については、25ページ「領収書の記載事項について」を参照
（２） 領収書が発行できない場合は、金融機関の振込明細票や通帳など、「団体名・

支払先・支払額・支払日」が分かる書類と併せて、請求書など内訳が分かるものを提
出してください。

（３） 店舗のレジから発行される領収書は、明細面も含めて提出してください。
（４） 補助対象事業に関する領収書等、帳簿及び関係書類は、当該補助対象事業

が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければなりません。
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交付条件

注意事項



４ 申請方法

令和９年１月29日（金）まで
※補助対象事業実施日の60日以上前までに申請してください。
※総合政策課において申請内容を審査し、交付・不交付の決定を行います。
※交付決定日から令和９年３月31日（水）までに完了する事業に限ります。
※交付決定額の累計が予算額（330万円）に達した場合は、申請期間内であってもその
時点で受付を終了します。
※総合政策課において随時事前相談を行っていますので、申請期限に余裕をもってお問合
せください。

 補助金の申請を希望する団体は、以下の書類を持参、郵送またはメールの方法により提
出してください。
 なお、①・②の様式は、市ホームページに掲載しています。
 □ ①しぶかわ未来共創推進事業補助金交付申請書（様式第１号）
 □ ②団体の構成員名簿（様式第２号）
 □ ③事業計画書（任意様式）
 □ ④収支予算書（任意様式）
 □ ⑤補助金を必要とする理由書（任意様式）
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提  出  先：渋川市 総合政策部 総合政策課 未来政策係（本庁舎２階・東側）
受付時間：土・日曜日、祝日、年末年始を除く午前８時30分～午後５時15分
住  所：〒377－8501 群馬県渋川市石原80番地
電  話：0279－25－8419
Ｆ  Ａ  Ｘ：0279－24－6541
E - m a i l：mirai@city.shibukawa.gunma.jp
【注意事項】
 ・提出された書類は返却いたしませんので、ご了承ください。
 ・窓口での提出時に、申請内容等の確認をさせていただく場合がありますので、時間に余

裕をもってお越しください。
 ・郵送またはメールにより提出された申請書類については、後日確認のため、ご連絡をさせ

ていただく場合がありますので、ご了承ください。

申請受付期限

申請に必要な書類

提出方法



５ 審査方法

 補助金申請がされた事業は、公正かつ適正な選定のため、総合政策課において審査を
行い、補助金交付の適否を市長が決定します。
 なお、補助金の審査に当たっては、以下の項目を基に、総合的に審査を行います。
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①公共性・公益性 本市の課題解決及び魅力向上に貢献できるものであるか
参加者が特定の要件で限定されるものでないか など

②主体性・積極性 自主的に企画・運営・実施するものであるか
積極的に市民や市と協働を目指すものであるか など

③実現性・計画性 事業計画・収支計画の具体性・妥当性があるか
事業遂行が実現可能なものであるか など

④独創性・発展性 事業の独創性、創意工夫がみられるか
今後の活動につながる取組であるか など

⑤啓発性・ＰＲ性 市民をはじめ、市内を中心に広く発信するものであるか
実施に当たってのＰＲ方法はどうか など

６ 事業完了期限

令和９年３月31日（水）まで
 
 ※補助対象事業実施日の60日以上前までに申請が必要であるため、
  申請受付期限は令和９年１月29日（金）までとなりますのでご注意ください。
 ※完了とは、支払いを含めた全ての事務手続きが完了することをいいます。

７ 補助金交付までの手順

 申請を受理した日から10日以内に交付決定をします。
 審査の結果、補助金の交付または不交付の決定を、しぶかわ未来共創推進事業補助
金交付（不交付）決定通知書（様式第３号）により通知します。
 なお、提出された書類に不備があった場合、当該書類が補完された日を受理日とします。
 また、交付決定日以前に着手したものは、補助対象と認められませんので、十分ご注意く
ださい。

（１）交付決定
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 事業実施にあたり、資金の確保が困難などの理由により、事前に支払う必要があること
が明確である場合には、補助金の全部または一部について、概算払（前金払）を受けるこ
とができます。
 希望する場合には、次の書類を提出してください。
 □ ①しぶかわ未来共創推進事業補助金概算払申請書（様式第６号）
 □ ②しぶかわ未来共創推進事業補助金交付決定通知書（様式第３号）の写し
 □ ③しぶかわ未来共創推進事業補助金交付請求書（様式第９号）
 □ ④その他市長が必要と認める書類
 ※概算払の請求を市長が適正と認めた場合は、提出された申請書類に基づき、請求日

から20日以内に支払います。

 補助金の交付決定を受けた後に、申請内容や交付決定の内容に変更があるときは、速
やかに次の書類を提出してください。
 □ ①しぶかわ未来共創推進事業補助金変更交付申請書（様式第４号）
 □ ②変更する内容を証する書類（任意様式）
 ※収支予算書の事業の総額は変わらず、事業費の内訳のみが変更となる場合は、変

更交付申請の必要はありません。
 ※事業の趣旨・目的を変更することはできません。
 なお、審査の結果は、しぶかわ未来共創推進事業補助金変更承認（不承認）通知
書（様式第５号）により通知します。

 補助対象事業が完了したときは、その日から１か月以内またはその日の属する年度の３
月31日のいずれか早い日までに、次の書類を提出してください。
 □ ①しぶかわ未来共創推進事業補助金事業完了実績報告書（様式第７号）
  ※実績報告書の「着手年月日」は交付決定日以降の日、「完了年月日」は補助対

象経費の最後の支払日以降の日としてください。
 □ ②しぶかわ未来共創推進事業補助金交付決定通知書（様式第３号）の写し
 □ ③収支決算書（任意様式）
 □ ④補助対象経費の領収書等の写し
 □ ⑤事業実施の様子が分かる写真
 □ ⑥その他市長が必要と認める書類
 

□ 保険証書の写し（保険に加入した場合）
□ 事業実施報告書（任意様式）
 ※事業実施報告書には、日時、場所、実施

内容、参加者数、事業効果、今後の展望
などを記載してください。 

（２）概算払（前金払）※必要な場合のみ

（３）補助対象事業の事業計画の変更等

（４）実績報告
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 実績報告があったときは、当該報告書の審査（必要に応じて現地調査）を行い、その
成果が補助金の交付の決定内容と、交付条件に適合すると認めたときは、交付すべき補
助金の額を確定し、しぶかわ未来共創推進事業補助金確定通知書（様式第８号）によ
り通知します。

 補助金の額の確定後、次の書類を提出し、補助金を請求してください。
 □ ①しぶかわ未来共創推進事業補助金交付請求書（様式第９号）
 □ ②しぶかわ未来共創推進事業補助金確定通知書（様式第８号）の写し
 ※提出された請求書に基づき、請求日から20日以内に補助金を支払います。
 ※概算払（前金払）を行った場合で、補助金の支払済額と確定額に差額が生じた場

合は、精算を行います。

ア 偽りその他不正な手段により、補助金の交付決定または交付を受けた場合は、補助
金の交付決定の全部または一部が取り消されます。

イ 次の場合は、指定された期限までに、補助金を返還しなければなりません。
 ①補助金の交付を受けた後（概算払で交付を受けた場合や、補助金確定後に交付を

受けた場合を含む）、補助金の交付決定を取り消された場合は、取消に係る部分の
金額

 ②概算払で補助金の交付を受けた後、協賛金や参加料等の事業収入及び他機関から
の補助金等のその他の収入により、補助金との収入の合計額が総事業費を超え、概
算払済み額を減額する必要がある場合は、当該減額分の金額

 本事業の交付決定を受けた事業は、次の事項をホームページに掲載します。
  ・補助事業等の名称（事業名）
  ・補助事業者（団体名）
  ・事業の概要
  ・事業の実施時期
  ・補助金の交付決定額
 なお、補助金の交付決定額の累計も併せて公表しますので、申請を予定される団体は、
予算残額を確認の上、申請してください。

（５）補助金の額の確定

（６）補助金の請求方法・支払時期

（７）交付決定の取消しまたは補助金の返還

（８）公表
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【補助金交付申請の流れ】

事前相談

申請書提出

書類審査

審査結果の
通知

事業実施

実績報告書
提出

補助金支払い

総合政策課（本庁舎２階・東側）で、事業内容
や申請方法などに係る事前相談を行います。

事業実施日の60日以上前までに提出してください。
提出に必要な書類は、５ページをご確認ください。

総合政策課で審査を行います。
審査基準は、次のとおりです。

①公共性
・公益性

本市の課題解決及び魅力向上に貢献できるものであるか
参加者が特定の要件で限定されるものでないか など

②主体性
・積極性

自主的に企画・運営・実施するものであるか
積極的に市民や市と協働を目指すものであるか など

③実現性
・計画性

事業計画・収支計画の具体性・妥当性があるか
事業遂行が実現可能なものであるか など

④独創性
・発展性

事業の独創性、創意工夫がみられるか
今後の活動につながる取組であるか など

⑤啓発性
・ＰＲ性

市民をはじめ、市内を中心に広く発信するものであるか
実施に当たってのＰＲ方法はどうか など

申請を受理した日から10日以内に交付決定を行い、
交付（不交付）決定通知を発送します。

交付決定に基づき、事業を実施してください。
なお、事業の様子を写真などで記録してください。

事業が完了した日から１か月以内またはその日の
属する年度の３月31日のいずれか早い日までに、実
績報告書類を提出してください。
提出に必要な書類は、７ページをご確認ください。

実績報告に基づき補助金の額を確定し、請求書に
より補助金を支払います。
請求日から20日以内に補助金を支払います。



８ その他

（１） 補助事業の実施において事故等が発生した場合は、事業実施団体自らが解決
してください。本市が損失や損害を補償することはありません。

（２） 事業の内容に応じて適切な安全対策を実施するとともに、原則保険に加入して
ください。なお、補助事業の実施のために加入した保険に係る経費は、補助対象経費
となります（実績報告の際に、加入した「保険証書の写し」を提出してください）。

（３） 補助事業の実施において遵守すべき法令や必要な許可申請等は、事業実施団
体が責任をもって把握し、遵守してください。

（４） データ等を引用する場合は、出典元を明らかにするとともに、画像・動画における
著作物の映り込みなど、著作権法その他の法律に抵触しないよう、実施団体が関係
機関等への確認や必要な手続きを行ってください。楽曲使用の場合も同様です。

（５） 事業の実施に関する申込みや問合せ等は、市では対応いたしかねます。事業実
施団体が責任を持って対応してください。

（６） 補助事業の実施のために収集した個人情報は、外部に漏れることがないよう、適
切に管理してください。

（７） 提出書類の作成、提出等に必要な費用は、申請団体の負担となります。
（８） 補助事業の実施において作成するチラシやパンフレット、ポスターなどの印刷物には、

「しぶかわ未来共創推進事業補助金」の表示を行ってください。
（９） 提出された書類は返却いたしません。申請等でお預かりした個人情報は、本補助

事業に係る事務以外には使用しません。
（10） 本補助金の交付に関する手続き、事業実施団体の負担する義務及びそれに対

する市長の権限等に関する基本的な事項は、本手引きに定めるほか、渋川市補助金
等交付規則（平成18年２月20日規則第45号）、しぶかわ未来共創推進事業補
助金交付要綱及び同要領において定めるものとします。
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 市では、補助金の交付以外でも、事業を円滑に進めるため、補助金の交付が決定した
後に、事業実施団体に対し、必要に応じて下記の支援を行います。
（１） 市ホームページ・市公式SNSアカウント、市長定例記者会見による事業の周知
（２） 市内公共施設へのチラシ配架・掲示
（３） その他、市長が認めるもの

留意事項

市の支援



９ Ｑ＆Ａ

■ 補助の対象となる事業について（２ページ）                 
Ｑ１ 特定の地区のみで行う事業は、補助対象になりますか。
Ａ１ ２ページの「補助の対象となる事業」のうち、「１ 本市の課題解決及び魅力向上を

目的とした講演会等」の事業については、参加者や対象者が特定の地区住民に限られ
る場合は、補助対象事業とはなりません。

   一方、「２ 地域課題の解決を目的とした市外の過疎地域への先進事例の視察や
研修等」の事業については、特定の地区のみの住民等を対象としたものでも補助対象と
なります。

Ｑ２ 補助対象事業のうち、「２ 地域課題の解決を目的とした市外の過疎地域への先
進事例の視察や研修等」の要件に、「視察や研修等の成果を報告会等の開催により広
く市民に周知すること」とありますが、具体的にどのようなことを行う必要がありますか。

Ａ２ 地区住民等を対象とした報告会を実施し、地域の活性化の取り組みについて意見
交換を行う方法や、回覧板等で地区内の世帯に書面で周知を行う方法などが考えら
れます。なお、報告会の実施や報告書等の印刷に係る経費も補助対象経費とすること
ができますので、交付申請の際に計上するとともに、実績報告の際に、報告会の実施結
果や作成した報告書等を提出してください。

Ｑ３ 申請する事業について類似する補助金をもらう予定がありますが、申請できますか。
Ａ３ 本市の他の補助金を受ける場合には申請できませんが、国や県など他機関の補助

金との併用は可能です。なお、他機関からの補助金収入がある場合は、その他の収入
とみなし、市補助金との収入の合計額が総事業費を超えた場合は、超過分の金額を
市補助金から差し引きます。

Ｑ４ 申請を行いたい事業が補助対象となるかどうか確認したい。
Ａ４ 総合政策課へ事前にご相談ください。

■ 補助の対象となる者について（３ページ）
Ｑ５ 申請は誰でもできますか。部活動やサークルなどの活動でも応募することはできますか。
Ａ５ ３人以上の団体で構成され、構成員の半数以上が本市の市民であれば、団体の

所在地は市内外を問いません。任意の団体でも可能ですが、個人では申請できません。
   また、事業内容が部活動やサークル活動の一環である場合でも、事業実施団体が

３ページの「補助の対象となる者」の要件を満たし、実施する事業が２ページの「補助の
対象となる事業」のいずれかに該当する場合であれば応募可能です。ただし、参加者や
対象者が部活やサークルの構成員などに限られるものは、補助対象となりません。
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■ 補助金額について
Ｑ６ ２団体が連携・協働で開催する事業の場合、補助金の上限は２倍になりますか。ま

たは、１団体ずつ申請をして同じ事業を一緒に実施してもよいですか。
Ａ６ １事業に対する補助のため、複数の団体で連携・協働した事業であっても、補助金

の上限額は30万円です。また、別で申請をして一緒に事業を実施することはできません。

Ｑ７ 目的や内容が同じである事業を２回行う場合は、この補助金の交付を受けられる上
限の２回となってしまいますか。

Ａ７ 目的や内容が同じ事業であって、２回の開催に要する経費の補助が補助上限額の
30万円で足りる場合は、１つの事業を複数回に分けて実施するものとして申請ができま
すので、１回の申請となります。

■ 補助金の交付について（７ページ）
Ｑ８ 事業完了後、申請時より対象経費が増えてしまいましたが、補助金額を増額しても

らうことは可能ですか。
Ａ８ 事業完了後（実績報告）における交付決定額からの増額は認められません。対象

経費の増額が生じる場合には、あらかじめ補助金変更交付申請書（様式第４号）を
提出し、交付決定額の変更承認を受ける必要があります。なお、変更申請を行う際、
すでに事業全体の交付決定額の累計が予算上限額に達していた場合は、増額に応じ
られませんので、ご注意ください。

Ｑ９ 参加者から参加料の徴収や、協賛金等の事業収入があってもよいですか。事業収入
と市補助金の合計額が総事業費を超えた場合はどうなりますか。

Ａ９ 事業収入があっても構いません。ただし、事業収入と市補助金の合計額が総事業費
を超えた場合は、超過分の金額を市補助金から差し引きます。

■ 実績報告について（４ページ・７ページ）
Ｑ10 全ての支出について領収書等が必要ですか。
Ａ10 補助対象経費とする場合は、全て必要です。なお、領収書等については、４ページ

「注意事項」及び25ページ「領収書の記載事項について」をご確認の上、不備のないよう
ご留意ください。領収書等が確認できないものや、領収書等に不備がある場合は、補助
対象経費になりません。

■ 補助事業の実施期間について（６ページ）
Ｑ11 事業の繰越はできますか。
Ａ11 年度の繰越はできません。令和９年３月31日までに、事業の実施及び補助対象経

費の支払いを含む全ての事務手続きを完了してください。
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10 申請書類記入例・作成例

13

【様式第１号】 補助金交付申請書（講演会等の場合）

（２）～（４）は任意様式で
作成してください



14

【様式第１号】 補助金交付申請書（過疎地域の先進地視察等の場合）

（２）～（４）は任意様式で
作成してください



15

（１）団体の構成員名簿

下記の要件に合致する構成員である必要があります



16

（２）事業計画書 【任意様式（講演会等の場合）】



17

（２）事業計画書 【任意様式（過疎地域の先進地視察等の場合）】



18

（３）収支予算書 【任意様式（講演会等の場合）】



19

（３）収支予算書 【任意様式（過疎地域の先進地視察等の場合）】



20

（４）補助金を必要とする理由書 【任意様式（作成例の参考）】



21

【様式第６号】 補助金概算払申請書（講演会等の場合）



22

【様式第６号】 補助金概算払申請書（過疎地域の先進地視察等の場合）



23

（２）は任意様式で作成して
ください

【様式第７号】 事業完了実績報告書



24

発行責任者と担当者の氏名・連絡先を記入いただければ、
請求書の押印は不要です。

【様式第９号】 補助金交付請求書

団体または団体代表者
もしくは会計責任者の
口座としてください



25

【参考】 領収書の記載事項について

①宛名は原則「団体名」である
 必要があります ②発行日が交付決定日から

事業完了年月日までの間
であるものに限ります

③但し書きは支払った内容が明確に分かる
記載である必要があります

例）商品代（×）⇒コピー用紙代 ○ 

①
②

  ③

④

④領収者の名称（氏名）及び所在地
（住所）を明記してください

※押印または署名が必要です

（１）汎用的な領収書の場合

（２）スーパー等レジ発行の領収書（明細付領収書）の場合

① 〇〇〇〇
  実行委員会

②

②発行日が交付決定日から事業完了年月日まで
の間であるものに限ります

③

③明細欄は切り離さないでください

①宛名は原則「団体名」である
 必要があります


